
資料 １ 
   

会 議 名 称 

平成１７年度第２回 

  杉並区情報公開・個人情報保護審議会会議録 

日 時 平成１７年７月２２日(金)  １４時～１７時２１分 

場 所 杉並区役所 第５・６会議室 

委 員 
江藤会長、遠藤委員、桐畑委員、澤海委員、菅沼委員、武田委員、夏目委員、

花柳委員、藤井委員、柳澤委員、岩田委員、河津委員、鈴木委員、田中委員、

藤本委員、青山委員、小幡委員、茶谷委員 

実施機関 
大森区長室区政相談課長、大藤区民生活部管理課長、日暮保健福祉部国保年金

課高齢者医療係長、小澄保健所健康推進課長、黒瀬都市整備部住宅課長 、吉

田都市整備部建築課長、佐々木保健福祉部保育課長 

出 
 
席 
 
者 

事 務 局 
髙区長室長、南方行政管理担当部長 

[情報システム課] 和久井課長 

[法規担当課・総務課] 宇賀神法規担当課長 

傍 聴 者 なし 

事 前 
・平成１７年度第１回情報公開・個人情報保護審議会会議録 
・平成１７年度第２回情報公開・個人情報保護審議会 報告・諮問事項 

・杉並区情報公開・個人情報保護審議会について 

配

付

資

料 当  日 会議次第、委員名簿、情報公開・個人情報保護制度事務手引き、電子計算組

織のあらまし 

１ 委嘱状交付、区長（助役）あいさつ 
２ 審議会委員自己紹介、事務局職員紹介 
３ 会長、職務代理の選出 
４ 審議会所掌事項等について 
５ 平成１７年度第１回会議録の確定 
６ 報告・諮問事項 
平成１６年度 杉並区情報公開制度実施状況報告 報告３ 
平成１６年度 杉並区個人情報保護制度実施状況報告 報告４ 
平成１６年度 中央電子計算組織処理状況報告 報告５ 
平成１６年度 小型電子計算組織利用状況報告 報告６ 
コールセンターに関する業務の登録について（新規） 報告７ 
コールセンターに関する業務の外部委託について 諮問６ 
杉並区コールセンターシステムに記録する個人情報項目について

（新規） 諮問７ 

コールセンターに関する業務の外部結合について 諮問８ 
指定統計（国勢調査）に関する業務の外部委託について 諮問９ 
老人医療給付に関する業務の登録について（修正） 報告８ 
老人医療給付に関する業務の外部委託について 諮問１０

訪問保健指導管理システムに記録する個人情報項目について（新

規） 諮問１１

 
 
 
 
 
    
   
   次 
 
 
 
 
   第 
 
 
       

子宮がん検診に関する業務の外部委託について（修正） 諮問１２
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既存木造住宅耐震改修工事助成に関する業務（新規） 報告９ 
耐震改修助成申請者台帳管理システムに記録する個人情報項目に

ついて（新規） 諮問１３

建築計画概要書等閲覧システムに記録する個人情報項目について

（修正） 諮問１４

地下水情報（井戸情報）の整備に関する業務の登録について（新規） 報告 10 
地下水情報（井戸情報）の整備に関する業務の外部委託について 諮問１５

生活用水確保に関する業務の目的外利用について 諮問１６

井戸台帳に関する業務の目的外利用について 諮問１７

地下水揚水量報告に関する業務の目的外利用について 諮問１８

保育園において指定管理者が管理する個人情報等の取扱いについ

て 諮問１９

平成１６年度 杉並区情報公開制度実施状況報告 
平成１６年度 杉並区個人情報保護制度実施状況報告 
平成１６年度 中央電子計算組織処理状況報告 
平成１６年度 小型電子計算組織利用状況報告 
コールセンターに関する業務の登録について（新規） 
老人医療給付に関する業務の登録について（修正） 

既存木造住宅耐震改修工事助成に関する業務（新規） 
地下水情報（井戸情報）の整備に関する業務の登録について（新規） 

報告了承

コールセンターに関する業務の外部委託について 
杉並区コールセンターシステムに記録する個人情報項目について

（新規） 
コールセンターに関する業務の外部結合について 
指定統計（国勢調査）に関する業務の外部委託について 
老人医療給付に関する業務の外部委託について 
訪問保健指導管理システムに記録する個人情報項目について（新

規） 
子宮がん検診に関する業務の外部委託について（修正） 
耐震改修助成申請者台帳管理システムに記録する個人情報項目に

ついて（新規） 
建築計画概要書等閲覧システムに記録する個人情報項目について

（修正） 
地下水情報（井戸情報）の整備に関する業務の外部委託について 
生活用水確保に関する業務の目的外利用について 
井戸台帳に関する業務の目的外利用について 
地下水揚水量報告に関する業務の目的外利用について 

審 
 
 
 
議 
 
 
 
結 
 
 
 
果 

保育園において指定管理者が管理する個人情報等の取扱いについ

て 

決定 
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開 会 

区長室長 開会のあいさつ 
委嘱状の伝達 

助  役 助役のあいさつ 
区長室長  ここで今期の委員の皆様方に、一言ずつ自己紹介をお願いしたいと存じ

ます。なお、本日は高橋委員、横山委員から、事前に都合により欠席との

ご連絡をいただいております。席上に配付しております委員名簿の順に自

己紹介をお願いしたいと存じます。 
審議会委員の自己紹介 
事務局職員の自己紹介 
会長、職務代理の選出 

区長室長 続きまして、会長、職務代理の選出に移りたいと存じます。情報公開・

個人情報保護審議会条例には、「会長は委員の互選により定める」と規定

されておりますが、いかがでしょうか。ご意見がありましたらよろしくお

願いいたします。 
委  員  前期も会長の労をお執りいただきました江藤先生にお願いできたらと

思っているところです。先生は、杉並区の個人情報の制度創設以来かかわ

りをいただいておりまして、情報公開・個人情報保護制度に大変精通され

ておられます。それから、委員として拝見しておりますと、会の運営に当

たりましても適切にやられており、会長として誠にふさわしい方をいただ

いていると思っておりますので、できれば是非なっていただいて、区民の

ために貢献をいただけたらと思っているところです。 
区長室長  ただいま江藤委員を会長にとのご意見がありましたが、いかがでしょう

か。 
（異議なし） 

区長室長  ありがとうございました。それでは、江藤委員にこれからの進行をお願

いしたいと思います。 
会  長  会長あいさつ  
会  長  最初に、職務代理者の指名ですが、これまでもずっとお願いしておりま

した、小幡委員にお願いしたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 
（異議なし） 

会  長  それでは、小幡委員、お願いいたします。 
職務代理  職務代理あいさつ 

審議会所掌事項等 
会  長  初めての委員の方もおられますし、私も含めて、改めて従来の委員の方

もはっきりと認識する観点からも、審議会の所掌事項について事務局より

説明をお願いいたします。 
法規担当課長  審議会の所掌事務について説明 
会  長  ただいまの説明について、ご質問はありますか。 
委  員  １「審議会の概要」の（７）服務に守秘義務という項がありますが、ど

の範囲までを守秘義務の範囲というのか。例えば我々のほうは、それぞれ

出身団体、出身母体から出ている委員ですが、出身母体での会議の中での

情報についての説明とか、そういう範囲まで守秘義務の範囲に入ってくる

のでしょうか。 
法規担当課長  まず、法律用語として守秘義務の秘密とは何を指すのか、ということで

すが、一般的に了知されていない事実があって、了知せしめることが一定

の利益の侵害になると客観的に考えられるものを、秘密と定義しておりま

す。この秘密について、当審議会の委員の皆様が審議会委員の職務に関連

して、この中で知り得た秘密を、了知されていないものを公然と出してし
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まい、一定の権利侵害があった場合には、服務の規定に反するということ

になっております。 
 公務員の場合にも同じような守秘義務の規定があり、我々公務員の場合

には、例えば税務職員が滞納整理の事務や税の事務をやっていて、そこで

職務上知り得た個人の税の情報などを軽々に他人に漏らすなどという場

合については、服務の守秘義務に違反ということになります。 
会  長  ほかにありますか。特にないようですので次に進みます。当審議会の会

議録の処理方法と平成 17 年度第１回の会議録の取扱いについて、事務局
から説明をお願いいたします。 

法規担当課長  まず、会議録の作成方法についてですが、会議録については従前から、

事前送付する次回審議会資料と併せて送付し、次の審議会の席上でご承認

をいただくという方法をとっております。区の内部の手続もありますの

で、資料はおおむね審議会開催の１週間前ほどに委員の皆様のお手元に届

くようにお送りしております。 
 次に会議録の様式ですが、お手元に資料１、前回平成 17 年度第１回の
審議会の会議録があると思います。発言された委員の氏名は、従前から単

に委員と記載しており、お名前は記載しておりません。なお、会長、区の

職員の発言については、職名で会長、○○課長という記載法をとっており

ます。これについては、区の附属機関等の会議録の作成方法に関する全庁

的な取扱い基準があり、概ね、附属機関の会議録については、こういう記

載の仕方ということで統一的な運用をしております。１点目の会議録の作

成等については以上です。 
会  長  ただいま説明がありましたように、会議録の作成方法については従来ど

おりでよろしいですか。また、前回会議録の内容について、何か訂正等の

ご意見はありますか。 
法規担当課長  前回の会議において、本年２月 16 日開催の第５回審議会での諮問案件

でありました、方南図書館、成田図書館の外部委託に関する記述について

意見をいただいております。３頁の上から６つ目の欄の委員の発言です

が、前回の審議会で前々回の審議について、ここに記載の会議録の 18 頁
２つ目の枠、図書館次長の発言で「図書館協議会にお話をしてご了承を得

ています」とあります。これについて、図書館協議会に対して十分な説明

がなされていないのではないか、了承されていないのではないかというご

指摘があり、前回の審議会でこの部分を除いて会議録確定ということで、

この部分については事務局で事実関係を調査しなさい、確認しなさいとい

うことになっておりましたので、報告をさせていただきたいと思います

が、よろしいですか。 
会  長  はい。 
法規担当課長  図書館協議会の会議録を中心として調査をしましたが、この件に関して

は、平成 15年５月 17日の平成 15年度第１回図書館協議会において、新
しくつくる方南図書館基本計画についてということで、全体の設計や中身

もあるのですが、この中に運営のあり方やＮＰＯとの協働も含めて、新し

い図書館ですので諮問がなされています。この回を含めて、以後９回にわ

たって、図書館協議会の中で図書館のあり方について審議がなされ、その

中で運営の外部委託についても議論されております。そして、平成 16 年
９月４日の平成 16 年度第３回図書館協議会で、委託のあり方、委託先等
について審議して、答申が行われていることが確認できました。 
 ＮＰＯ等との協働による運営を行い、サービス、質の向上を目指すとい

う基本計画の諮問に対して、答申では原則として基本計画について慎重審

議して原案を了承すると。ただ、意見・要望を付して適正と認め、答申す

るという記載になっており、外部委託については了承するのですが、条件

を付けますということで、区内の地域館として初めてＮＰＯ等による図書
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館運営が予定されているが、委託に当たっては図書館法並びに関係法規を

遵守し、委託業務について十分検討し委託する必要がある。法人の経営状

況、サービスの提供内容、個人情報の保護、危機管理の対応を含め、細部

にわたって精査し、利用者サービスの低下を来さないよう十分配慮するよ

う要望する。なお、本答申後も進捗状況、適否等、審議会において進めら

れたいということが確認できましたので、図書館次長の発言については了

承を得られているということです。その後、委員のご指摘のように、１月

28日、２月 15日にその答申に基づいて、きちんと通知も行われているこ
とが確認できました。 

会  長  ただいまの事務局の説明について、よろしいでしょうか。 
委  員  いまの経過なのですが、図書館協議会のメンバーのところには、方南図

書館の委託については１月 28日、成田図書館の委託については２月 15日
付けで決定結果が郵送されてきた。それについては、３月 19 日の図書館
協議会で協議会メンバーに報告がありましたが、その決定内容については

声は聞き届けられなかったと聞いているのです。説明がちょっとわからな

いのですけれども。 
法規担当課長  一応、私どもの区政資料室で、平成 15 年に諮問した諮問書から、先ほ

ど申しました平成 16 年９月の答申、その間に９回、図書館協議会で審議
が行われており、その会議録等も含めて用意しております。諮問から答申

に至る経緯につきましては確認できると思いますので、後ほどご覧いただ

きたいと思います。 
 それから、いまご指摘の成田については既存の図書館ですので、諮問・

答申という形をとっておりませんが、これについても 12 月４日の第４回
図書館協議会で委託内容、募集方法について報告し、審議をされており、

いま委員がご指摘のように、２月 15 日には委託法人の選定委員会の結果
を通知されたと、このように確認はできております。 

委  員  その 12月の図書館協議会というのは、図書館協議会ですか。 
法規担当課長  平成 16年の第４回の図書館協議会です。これは成田図書館分です。 
委  員  12月の図書館協議会ですか。 
法規担当課長  12月４日開催の協議会です。 
委  員  先ほどの説明では、図書館協議会は平成 16 年９月４日に第３回が開か

れたということでしたが、12月４日にも図書館協議会が開かれたというこ
とですね。 

法規担当課長  平成16年は７月３日が第２回図書館協議会で答申案文について審議し、
第３回の９月４日に答申をし、12 月４日が図書館協議会の４回目になっ
て、成田図書館の委託について説明しているという経過です。 

委  員  民間委託の選定委員会というのと図書館協議会というのは、どういう関

係になっているのでしょうか。 
法規担当課長  発言の確認はしましたが、この図書館協議会の審議の中身までは当審議

会として調査するという権限はありませんので、調べておりません。 
会  長  それはむしろ、図書館協議会の問題なので、そこできちんとやってもら

うよりしょうがないのではないでしょうか。相手方もいないのに、ここで

議論していても。第１に、前にも申し上げたように本審議会の権限外です

し、相手方もいないと事実関係についても不明なので、どうしてもあなた

のほうで問題にされたければ、図書館協議会の報告書等は出ているわけで

すね。公開されているわけでしょう。 
法規担当課長  公開していまして、用意してあります。 
会  長  それをご覧になって、ここではなくて、図書館協議会のほうで問題にし

てもらえばいいことではないでしょうか。 
委  員  前々回の審議会では、図書館協議会で話合いをしていただいて、了承を

しておりますというお答えだったのです。しかし、図書館協議会のメンバ
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ーは、協議会では了承をしていないと。 
法規担当課長  答申をご覧になるといちばんよくわかると思うのですが、図書館協議会

に諮問をし、審議をされ、図書館協議会として答申をした中に、このよう

な中身も入っているということですので、個々の協議会の委員の方の考え

はわかりませんが、その方が反対している、反対していない、了知する、

了知しないにかかわらず、機関としてはそのような審議経過があったとい

う事実です。 
会  長  図書館の次長は審議会の議事録等々を前提にして、ここで報告したわけ

ですよね。それを図書館協議会のメンバーの人が聞いていないというよう

に、あなたが聞いてきたと。伝聞ですよね。だから、その辺についてここ

でそれはおかしいではないかと言われても、ここでは全く議論することは

できないでしょう。 
委  員  噛み合わないという状態ですよね。 
会  長  噛み合わないというか、いまあなたの言われていることは、審議会の議

題になる性質のものではないわけですよね。だから、簡単に言えば、次長

の発言は嘘だよとおっしゃっているわけでしょう。 
委  員  事実が違うと。 
会  長  だけど、先ほどの報告を聞けば、次長は議事録を前提にして報告されて

いるわけですよね。だから、それが事実と違うのだというのは、まずあな

たがその報告書等を見て、どうしてもおかしいと思われたら、ここではな

くて、協議会の委員に問題があるものとして働きかけるのが筋なのではな

いですか。 
区長室長  図書館協議会の委員のメンバーの方々もその答申にかかわっていると

思いますが、その答申文も記録としてあり、私どもはいつでもお見せしま

す。この会議で図書館次長が、答申以外のことを恣意的に述べたのでした

ら、会議録の訂正などという問題になろうかと思いますが、私どもはそう

いった問題とは全然違うと考えております。 
委  員  前回こういう話が出て、そのとおり書かれていますかどうかと、この議

事録をここで確認しているわけですよ。その中身が現実と違っているかど

うか。これは違っているというなら、そういう発言をした人との間の問題

です。この審議会では、昨日は天気でしたか、昨日の天気はどうでしたか

と聞いたときに、仮に雨だと言った人がいたとします。これは違うかもし

れないのですが、その人が雨だと言ったことをここに書いてあるわけです

よ。これが違うのだというならば、それはその人たちの間で論議してもら

って、嘘を言った人は次のときか何かに「ごめんなさい。間違いました」

と言って、またそこでその人の発言を書けばいいのではないですか。そう

いうものがここの確認の意味なのですよ。 
委  員  この議事進行上、会議録の取上げ方について、ちょっと方向が違うよう

な気がするのですよ。何のためにあらかじめ委員に配られたか。特に字句

についての修正は当然しなければいけない。しかし、内容についての審議

についてはいろいろ問題点もあるわけですから、あらかじめ会議の行われ

る以前に事務局のほうへ問題点なり、意見具申なりすると。そこの中で討

議して会議を進めていただかないと、この審議会の性質がずれてしまうよ

うな気がしますので、その点は事務局も含めて十分注意していただきたい

と私は思います。よろしくお願いします。 
会  長  適切なご意見だと思います。第１回議事録は確定ということでよろしい

ですか。 
（了承） 

会  長  それでは、諮問、報告事項についての審議に移りたいと思います。 
（区長室長が諮問文を読み上げ、諮問文を会長に手渡し） 
報告第３号、報告第４号、報告第５号、報告第６号 
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会  長  報告第３号、報告第４号、報告第５号、報告第６号について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 
法規担当課長  報告第３号、報告第４号について説明。  
情報システム課長  報告第５号、報告第６号について説明。 
会  長  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありますか。 
委  員  これはお願いなのですが、報告３、報告４ですか、私も区報で確かにこ

のようなものを１区民として見たことはあるのですが、こういう審議会の

委員になってまで、こんな簡単なものしか出てこないのかなと。正直言っ

て、やはり非公開になっているもの、あるいは一部公開しかできていない

ものというのは一体何なのだろうかと。その理由が果たして正当なものな

のか、せめて例えば一部公開であれば、何を公開して何が非公開になって、

それはどういう理由なのか、あるいは不存在でしたらどういう項目を求め

られたのか。ここに事例が１つ、２つだけあるのですが、これだけは私も

理解します。審議委員に対しては、ものすごく詳しいものを出せというの

ではなくて、それぞれについてもう少し具体的な資料を出していただかな

いと、ただ結果だけを与えられて、これを呑めと言われても、何のために

委員になったのかという感じもしないでもないので、是非、事務方にもう

少しそういう詳しいものをいただけるようお願いします。 
会  長  いかがですか。 
法規担当課長  そのような資料にさせていただきたいと思います。 
会  長  次回から、来年度からですね。 
委  員  個人的にあとで教えていただけるようにします。 
会  長  ほかにございますか。 
委  員  質問です。４頁の右側の枠、カード管理、下のほうに「自動交付機用カ

ードの登録・廃止」とあります。自動交付機用カードというのはいまどの

ぐらい発行されているのでしょうか、おわかりでしたら教えてください。

情報システム課長  申し訳ございません。枚数まではいま現在、手元にございません。 
会  長  ほかにございますか。ないようですので、報告３号、４号、５号、６号

は報告を受けたということにいたします。先ほど出たご意見の件は、来年

度、適切にお願いします。 
報告第７号、諮問第６号、諮問第７号、諮問第８号、諮問第９号 

会  長  次に報告７号、それから諮問６号、７号、８号、９号について一括して

事務局から説明をお願いします。 
法規担当課長  報告第７号、諮問第６号、諮問第７号、諮問第８号、諮問第９号につい

て説明。 
会  長  ただいまの説明についてご意見、ご質問はありますでしょうか。 
委  員  16頁の外部委託記録票の中に、委託先は民間事業者とあります。これは

要するに一般競争入札によるのか、あるいは予め特定の事業者を指定し

て、その中から選定するという方法が取られるのか。今後、情報の漏洩問

題等も出てきますので、どのようにお考えになっているか、ちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 
区民生活部管理 
課長 

 ご質問の民間事業者の選定方法ですが、競争入札で選定をしていきたい

と思っています。 
委  員  ３つほどあります。指導員、調査員、この２つの役職はどのように違う

のか、区との関係はどうなっているのか。それから、今年から民間委託に

するとした理由がいまの説明ではよくわからなかったのですが、マークシ

ート記載を分類するからということなのでしょうか。 
区民生活部管理 
課長 

 まず指導員と調査員、それぞれの役割ですが、調査員は実際に住民の方

の所に行って、調査票を配り、それに記入してもらって回収をします。指

導員は調査票を点検したり、質問に応じたり、文字どおり国勢調査を円滑
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に進めるための指導を行います。実際にどういった方がなるかをご説明す

ればご理解いただけるかと思います。調査員の方は杉並区の場合、大体

5,000 名ほど予定しています。そのうち、4,000 名ぐらいは町会、自治会
の方からの推薦で、そのほかは公募したり、もともと国勢調査以外に指定

統計調査がいくつかあり、それらの調査について登録されている調査員の

方がおります。また、指導員は区の職員が担うという形です。身分関係は

いずれも、その期間としては国家公務員となります。 
 委託の理由ですが、ここに書いておりますように、前回の例で言うとこ

の当該事務を指導員に行わせるのは非常に事務の負担も大きく、時間的に

も不可能であるため、アルバイトを確保していたのですが、短期間である

ため、なかなかきちんとしたアルバイトが確保できない。それから、アル

バイトが代わってしまうと当然事務に支障をきたすので、人材派遣サービ

ス会社と委託して、きちんとした人間を配置してもらって事務を行う。こ

れが主な委託の理由です。 
会  長  ほかにありませんか。 
委  員  コールセンターの個人情報の記録の状況をもう少し知りたいので質問

します。コールセンターは情報の収集について、メディアとして電話とフ

ァックス、電子メールの３つがあるわけです。それぞれに個人情報の収集、

記録、保管、抹消というライフサイクルを考えると、どのような処理がな

されているのか。例えば、抹消はどのぐらい保存してから消すのか。その

ようなところをもう少し補足して教えていただきたいと思います。 
区政相談課長  ただいまの件ですが、手段は電話、ファックス、Ｅメール等ありますが、

基本的には相談を受けた段階で、どの方法についても回答が終わった段階

で直ちに抹消すると考えています。ですから、そこで問題が解決すれば、

コールセンターのオペレーターの方がどのように回答したかを記録しま

すけれども、個人情報に関してはそこですべて抹消することになります。

基本的に、個人情報が必要な場合には所管課に転送する形を取りますの

で、所管課で回答が済んだ段階で抹消する。それから、所管課に送るため

に、コールセンターのオペレーターが収集した情報に関しては、送った段

階で抹消するように考えています。 
委  員  わかりました。主にどのような統計をお取りになりますか。 
区政相談課長  どのような内容に関しての質問、問合せがあったか、統計を取るように

しています。 
委  員  いまの質問と少し関連するのですが、コールセンターで問われたことに

ついて、ここにある６項目について記録をしますよね。そこで答えられな

いものについては各課で回答して行くわけですよね。記録をする箇所とし

て、コールセンターと所管課と区政相談課の３つがある。そうすると、い

まのお話だと、受けた質問に対して回答したらその場で抹消するというこ

とですが、それはその３つ全てのところが全部抹消するということです

か。つまり、問われたことについて、その記録を一旦して、全体にそのこ

とを管理するようなところは一体どこなのか。コールセンターはいまお話

がありましたように、答えたらもう消してしまうということなのですが、

コールセンターも記録もし、相談室も記録し、所管の課も記録をするよう

なことになっているとすれば情報がいろいろなところに行くわけです。そ

れをどこかできちんと統括して、これはもう回答が済んだから全部抹消し

ましょうと指揮をする課が必要かと思います。そういうことをするのは区

政相談室課ということなのか。その辺の仕組みがよくわからないのでお願

いします。 
区政相談課長  まず、コールセンターは基本的には個人情報を求めませんので、転送を

必要とするものについてのみ個人情報をいただきます。転送するものは、

Ｅメールの場合は区政相談課を経由しますが、ファックスと電話に関して
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は、直接所管に行きます。電話は当然記録が残りませんが、ファックスに

関してはペーパーで送信しますので、送信したもととなった原稿はシュレ

ッダーにかけて消滅させます。受け取った所管のほうでは、回答が済みま

したら個人情報は必要ありませんので、そこで抹消と考えています。区政

相談課では個人情報は一切タッチしません。 
委  員  コールセンターで個人情報は求めないというお話がありました。しかし

そこで答えられない場合には住所など、ここにある６項目のことを聞い

て、これを答えてもらえる課に送るわけですか。 
区政相談課長  コールセンターで済むものに関しては求めないということです。 
委  員  どういうことですか。 
区政相談課長  コールセンターで回答が済むものに関しては、個人にかかわる情報は求

めないということです。例えば、区の便利帳に書いてあることとか手続き

等に関してはＦＡＱという、よくある質問と回答というマニュアルを作り

ますので、そのマニュアルやインターネットといったメディアを使ってで

きるだけのことは回答いたします。 
 例えばＡさんという方が質問されたときに、ご自分の税情報に関して何

を根拠に、どういう金額になったのかを具体的に納得したいということに

関するお問合せですと、それは税務に回さなければいけません。その場合、

税務担当課から「きちんと回答します」ということで、そのための氏名と

か、個人を特定できる情報に関して、あるいは連絡方法に関して情報をい

ただくということです。 
委  員  そうすると、いまの事例で言うと、そこのところはもう回答してしまう

と全部なくなってしまうというお話ですよね。いまの税にかかわるところ

の話で言うと、そこに年間どういう種類のどのような問合せが来ていると

いうのは、統計的にはもうわからなくなってしまうということですか。 
区政相談課長  そのことに関しては、コールセンターのほうで個人情報を除いた部分、

例えば税に関する問合せということで、問合せの中身の概要、どのように

対応したかということは、限られた字数ではありますが打ち込んで残しま

す。ですから、個人の情報は全くない状態で統計が取れるような形にして

います。 
委  員  もう１つ、セキュリティ対策で質問します。下から２、３行目、「入退

室時のセキュリティチェック」とあります。それが具体的にどういうこと

なのか。あと、民間事業者というのは昨年テスト的に行ったところがあっ

て、今度は本格的にするのでというお話がありました。これはどういうこ

となのか。つまり、テストしたところに決まったのか、新しく違ったとこ

ろに決まったのか。その辺を説明していただければと思います。 
区政相談課長  まず前段の、オペレーションルームのセキュリティ対策ですが、オペレ

ーターが入るときに個人を認証できるような方法で、照合することによっ

て入ることができる。出たときについても、出たことが確認できるように

する。杉並区専用のオペレーションルームを作っていただいて、入退室時

にそういった装置を作るということで確認しています。 
委  員  簡単に言うと、認証カードを持って使うということですか。 
区政相談課長  はい。後段のほうですが、委託事業者に関してはプロポーザル方式によ

り今後選定をしていきます。その選定に当たっては具体的にどのような条

件で、どのような内容について、金額なども含めてどのような選定基準な

どについて、外部委員を含めた選定委員会を設置して詳細を決め、それに

基づいて公募を行い、１次、２次という審査をして最終的に決定するとい

うように考えています。 
委  員  いまのお話を聞いていると、もう少しあらゆる事態に対処できるように

検討したほうがよろしいのではないかという感じを受けました。例えば、

いま、ファックスを送ったらファックスは抹消してしまうという。それを
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送ったか送らないか、私も弁護士ですが争いが起こることもあります。あ

る程度送ったもの、送られたもの、一定期間内の記録の保管が必要ではな

いか。いずれにしろ、あらゆる事態を想定して、記録の保管なりについて

もう１度再検討されたほうがいいのではないかという感じを受けます。 
区政相談課長  送信をする際には、ファックスの場合は特に、送る連絡を事前に電話で

してファックスを送ります。着いたことを確認した上で、その段階でコー

ルセンターにはデータは残りません。画面には先ほど申し上げたような要

点だけは記録しますので、紙ベースの情報に関しては抹消するという形に

なります。 
委  員  複数の案件で、日常業務に忙しい中でトラブルの発生を防止するという

ことになると、そういうこともよくお考えになったほうがいいかと思いま

す。 
区政相談課長  わかりました。詳細については今後、十分に検討させていただきます。

委  員  大変結構なシステムだと思います。いちばん些細なことから大変重大な

ことまで出ていると思います。やはり、区の職員の方のどなたがご返事さ

れても、それは杉並区としての返事になるわけです。例えば係長がこう返

事した、次に課長は違っていた。部長になったらまた違っていたというこ

とでは困る。意思の統一も大変重要な問題です。些細な問題に返事をして、

「ああ、そうですか。ありがとうございます」で済めばいいけれども、複

雑になってきた場合、それに対応するものはどう考えているのか。例えば、

こういうご返事をいただいた。区役所としてはこういう考えである。納得

しましたといっても、それが消去されたのではそこに全然記録が残らな

い。確かにこういうように伺いました。私はこういうように伺いましたけ

れども、今度は違っていたのですかというとまた大変な問題になる。意思

の統一、それからどのような職員でも一旦返事したらそれは杉並区として

の返事になってしまう。その辺、コールセンターの方からそこへ行くまで

の間のプロセスも重大になってきます。 
 返事をいただいた区民のほうは、これはこうなのだと決まってしまうわ

けです。そうすると、今度、次に聞いたら、「えっ、そのようなことをお

っしゃったのですか」など言われたら、区民のほうがてんてこまいになっ

てしまう。確かに、先ほど委員からお話があったように消去という問題は

重大です。どこで消去するかというのは問題ですけれども、こういう質問

があったとき、杉並区はこう返事した。その記録はないと困ってしまう。

誰からあったかという個人情報は別として、こういうご質問があった、こ

ういうようにご返事をした、それで納得していただいたという記録はなけ

ればおかしいのではないか。ＡさんとＢさんで質問が同じで、答が違った

ら大変なことになる。その辺、職員の方も大変だと思います。システムは

大変良いと思います。だけど、そこら辺をきちんとフォローしないと逆に

混乱をまねく恐れがある。あくまでも、どなたが電話に出られようと、お

答えになったことは杉並区としてのお考えになるわけですから、その辺の

事の重大性を全職員の方がなされるかどうか。これも重大になってくるわ

けです。本当に大変なことだと思います。便利であるけれども、大変だと

思います。 
会  長  いまの意見、非常に大事だと思います。個人情報と、あとで紛争等にな

った場合の証拠書類といった観点を別に分けて考えておく必要がある。 
区長室長  建設的なご意見をいろいろいただき、ありがとうございます。コールセ

ンターはこれから、24時間型の区民対応の区役所を作っていくという意味
では大きな役割を果たすと考えています。これについて、先ほど所管課長

から説明させていただきましたが、これから選定委員会を作って、いわゆ

る委託先を決めて、そこと協働で詰めていく。いまご意見をいただいたよ

うなことも含めて、いろいろ検討しながら来年の２月なり、そのころから
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稼働をできるようにしていきたいと思っています。この電算入力記録票に

は、記録の中身として住所、氏名、電話番号、メールアドレス、問合せの

内容等とありますが、それを基本的にはコールセンターで残しておくと個

人情報はどうなのかということがありますので、所管課長として先ほど、

その辺はきちんと管理しますという意味で「消去します」と言っています。

保存期間をどうするのか、それから区政相談課で記録として、コールセン

ターを経由して区としてどう管理するか。その問題については入力記録票

に書いてありますので、そういった趣旨で活かしていきたいと考えていま

す。 
委  員  私は良いシステムだと思います。だけど、運用を誤ると大変なことにな

る。今後、これを煮詰めていただいて、個人情報の問題をどう処理するか

を考えていただきたいと思います。 
委  員  試験段階で何件ぐらいあったのですか。 
区政相談課長  コール数は 590件です。 
委  員  期間的には。 
区政相談課長  ２週間です。 
委  員  それを分類して、どういう形のものがあったのでしょうか。 
区政相談課長  内容でしょうか。 
委  員  項目だけでかまわないのですが、どういうものがあったのでしょうか。

区政相談課長  主に届出関係、届出をどのようにしたらいいか、どのような書類が必要

か。 
委  員  例えば出生届をどうやったらいい、死亡届をどうやったらいい、結婚届

をどうやったらいいというような、身分上に関する届出のほうが多いわけ

ですか。 
区政相談課長  はい、そうです。それから、次にごみの処理に関してですね。 
委  員  ごみの処理は、何曜日には不燃物を出すとか、あるいは自分のごみを町

内会のどこへ出したらいいとか、そのようなことですか。 
区政相談課長  そこまで手元になくて申し訳ないのですが、内容的にはそのようになっ

ています。 
委  員  なるほど。 
法規担当課長  清掃事務所でもしていたのですが、燃えるか燃えないか、粗大ごみにな

るのかならないのかということがありました。 
委  員  この諮問事項は時期的に早いのではないかと思います。例えば、我々が

やった救急医療情報システムセンターの検討会は、十分やったあとで答申

しているわけです。いまのお話だと、端的に言えば生煮えの状態で審議会

にかけられても、我々としても審議する時期が早過ぎるということになり

ます。私はこれについては保留にして、もう少し検討会の進行状況を見て

再度諮問していただきたいと考えます。会長どのように考えますか。 
会  長  これは私が決めるわけにはいきませんから。 
区長室長  これは選定委員会を作っております。もう次の審議会の前までに契約を

行って、システムを作っていきますが、基本的にはこういった入力項目、

このようにコールセンターと結合していくという大枠のところのご承認

が得られないと、具体的なシステム設計などができないという状況にあり

ます。ただ、この問題はいまさまざまなアドバイスもいただきましたので、

その後の経過についてはきちんとご説明申し上げたいと思います。この内

容について基本的なところをご承認いただかないと、具体的にその次のシ

ステム化に進めないということですので、その辺についてはきちんと責任

持って対応していきたいと考えています。 
会  長  これまでは、ぎりぎりなって議題にあがってくるのが多かったのです

が、今回は早過ぎたということで。 
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区長室長  いや、これは逆でして、従前の救急の案件につきましては、もう内容の

ほとんどが固まっていました。今回は、こういったシステムとソフト、先

ほどから議論のあった受け手の業者がどのように答えていくのか、という

システムを区と協働でうまく流れを作っていかなくてはならない。そうで

ないと駄目だというのは、この前の救急も含めて、私どもも教訓として考

えています。逆に、いまご指摘のあったことを含めてきちんとしたもの、

柔軟に対応できるものを作っていきたいと考えています。実施は来年から

でありますが、契約手続きの時期等もございまして、今回お諮り申し上げ

ました。 
委  員  私は良いシステムだと思いますよ。問題は、個人情報をどのようにする

のかということが我々の役目です。それに対して、例えば先ほどのごみは

何曜日に出すか、これはすぐ答えて消去でもいいと思います。ただ、もっ

と、区政の根幹をつくようなときに、答が出た場合に、その情報をこちら

に問いかけた区民の方の情報をこういう重大な案件はどのぐらい保管し

て、すべて解決したときに組織の長である課長なり部長が印を押して消去

するとか、そのシステムは大体こういう形ですということを言わないと、

ここでストップしてしまうのです。これから先、皆さんのほうで内容を検

討して、より良い運用を図っていただくわけですが、個人情報や簡単なご

みの問題はすぐ消去でもいいでしょう、答えてしまえばすぐ終わりですか

ら。もっと大事なこともいっぱい言ってくるわけです。その場合、消去等

の決定を誰が下すか。その辺、いまのところどう考えていらっしゃるので

すか。 
会  長  それは質問ですか。 
委  員  どういうように考えていらっしゃるか、それが見えればこの問題はこれ

から検討に値する。 
区長室長  電算入力記録票にあるものは区政相談課で入力しています。問合せの内

容についても、先ほどは原則論としてごみの問題とかいった問題について

は消去しますが、個別案件で来た場合については、ある一定まで解決した

という時点までは、何らかの形で保存しておくようなシステムを作らなけ

れば区民対応をきちんとできないと私どもは考えています。そのことを原

則として設計していきたいと考えています。 
委  員  いまの室長の返事で結構です。 
委  員  今の諮問事項から外れるのですが、民間委託ということで出ていたもの

で関連してお聞きします。前回、震災のときの木造住宅の診断士というこ

とがありました。確かそれが民間委託ということで。 
会  長  診断士はあとで出てくると思います。 
委  員  あとで出てくると思ったのですが、委託の件が出たものでよろしいでし

ょうか。 
会  長  やはり、診断のところで。委託一般の内容ですか。 
委  員  はい。 
会  長  先ほどプロポーザル方式でやるという。 
委  員  先ほどのお話で言うと、委託は入札ということになっていましたよね。

区政相談課長  そうではありません、プロポーザル方式です。 
委  員  わかりやすく言うとどういうことですか。 
区政相談課長  「提案方式」という日本語の訳し方があるかと思います。こちらでこう

いった業務について、このような仕様で、このような条件でやっていただ

ける方はありませんかということで一般に公募いたします。そうすると、

「やってみよう」という企業や団体が手を挙げていただく。こちらで必要

な書類や説明をしていただき、それをもとに審査をして公の会議で決めて

いくという形です。ですから、競争入札とは違います。 
委  員  それぞれの言葉の中で「入札」と出ていたので言いました。 
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会  長  それは別の案件です。これはプロポーザル方式です。 
委  員  そうですか。慎重にやっておられるのでしたらと思い質問しました。実

は７月１日の区報に、震災に関しての住宅の診断士の件で委託することが

出ていました。既に業務が始まったところなのですが、前回の審議会にか

けたとき、建設協会に「区内の杉並支部がありますので、そこの事務所に

委託いたします」ということで区から報告がありました。そのときに、委

員からリサイクルというか、増改築の問題がたくさん出ています。そのよ

うなことから、外部委託にしても慎重にやっていただきたいということで

この間話があったと思いました。 
 実はこの１日から、診断の受付が始まっているところなのですが、区報

を見ていただくとわかるとおり、一部の建築士会に全部委託してありま

す。ここに委託したいとお願いした方は、本当にこのようなところでいい

のかなというところに委託していたので、そこでちょっと疑問に思ってい

ました。 
 というのは、区の情報が電話なり、ファックスなりで入ってくるのです

が、それが全部一任して入ってしまっています。それに関して区から職員

なり、あるいは誰かが立ち会っていただければいいのですが、事務員も奥

さん１人、普段それほどいない。単に事務所でやっているということを聞

いていたものですから、そういったところにいま問題になっている詐欺の

ような形の業者がたくさんいるところにそっくり、任せてしまっていいの

だろうかという疑問がありました。 
 そのときに、委託する以上は区できちんとできる。今回のように、区の

建物の中でお客さんの声を聞くことは問題ないと思うのですが、委託した

からといって信用できるのか。ある程度診断されたとは思うのですが、本

当にその事業所を見てやったのかなという疑問が出ています。訪問した人

からの話ですが、受け付けた１日には全然区の職員もいないし、このよう

なことでいいのでしょうかということがあったものですから、委託という

ことに関して慎重にやっていただきたいということでいま発言させてい

ただきました。 
委  員  コンピュータ・システムの審議会に対する諮問のタイミングについて、

早いとか遅いというご意見があると思います。従来、どちらかというと遅

くて、意見を申し上げてもシステムががんじがらめに出来てしまって、「わ

かりました」終わりになってしまう可能性が強かった。 
 今回の場合は実験をされて、個人情報も確定し、処理方式も方向として

出されたわけですから、タイミングとしては非常にいいと思います。ただ、

ご質問があったように、消去の問題についてはシステムの検討がやや、よ

く言えばこれからなさると室長がおっしゃったことですから、これはちょ

うどいい。ここでそういう意見が出ましたので、全体として承認されたら

それを加えてシステム作りをさらに深めていただくわけです。もし、これ

が少し遅かったら「もう駄目です」ということになるので、タイミングと

しては素晴らしい。今後、情報システムの諮問に当たっては、このような

タイミングでいつもかけていただくといいのではないかという感じがし

ます。 
会  長  今後、よろしくお願いします。 
委  員  もう１度確認させていただきます。この諮問は要するにコールセンター

の設置に対する是非の諮問であって、内容については当審議会でコールセ

ンターを設置してもいいという承認が得られれば、内容についてさらに検

討していきたいという考え方でよろしいわけですか。要するに、コールセ

ンターを設置するということについての審議であって。 
会  長  いや、そうではないでしょう。 
委  員  個人情報ということでなく、問題はここで言うコールセンターの意味で
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す。内容については、いろいろ意見が出たように検討することになるとい

うことであって、ここで言う業務の内容、それから外部委託についてのコ

ールセンターの設置ということについて承認してもらいたいということ

でいいのですか。 
会  長  いや、そうではないですよ。 
法規担当課長  コールセンターを設置するのが良いか悪いかというと政策的な判断に

なりますので、当審議会はそのような政策を実施する上で個人情報をどう

登録するか。どうやって個人情報をきちんと保護し、守っていくかその取

扱いについて審議していただくものです。 
会  長  よろしいですか。 
委  員  はい。 
委  員  確認です。10頁にいろいろ書いてありますが、これがいま話題になって

いるわけですか。 
会  長  そうです。 
委  員  承認されたら、これがＯＫになるわけですね。質問が出たように、ここ

に書いていないことで重要事項があるのでさらに検討してくださいとい

うことですから、この内容は全部承認されるわけです。 
委  員  例えば、消去できるものはすぐ消去してしまうとか、そういう問題が出

たからちょっと疑問に思って質問したわけです。 
区政相談課長  回答が済んだ段階で消去するという意味で申し上げたのですが、表現の

仕方がまずかったかと思います。お詫びして訂正いたします。 
委  員  要するに、ここの役目というのは個人情報をどう管理するかということ

についてチェックする役割を持っているわけです。残念ながら、いまのお

答えだと、意見は取り入れますということはわかったけれども、こういう

ようにしますというものが定まっていないように伺ったわけです。来年の

２月から発足しなければいけないから、ざっくばらんに言えばもうこれで

決めてくれよと。それに対していいと言うのか、ここの委員会としては、

そういうシステムについてまだ確定的な提案がないのだから次回に先送

りすると言うのか。そちらの側ではなくて、こちらの話ですが、それは我々

が決めなくてはいけないと思います。 
委  員  個人情報の点だと、どういう項目を扱うかというのは制限列挙していま

す。ただ、私の質問は抹消するのはいつとしているのか。これを仮に認め

たとした場合、抹消のシステムをきちんと確定して運用し、良く言えば結

果的にこういうように取り扱っていますという報告をしてもらえばベタ

ーということで出来るのではないですか。 
委  員  いま区長室長のおっしゃったように、この個人情報を消去する手段、期

間、誰が決定するのか。それは今後検討していただければいいわけです。

返事はすべて公的な返事になってしまいますから、その辺の統一、区政相

談課もあり、いろいろなところがあるわけです。出張所で伺ったらこうだ

ったということも出てきます。その辺のことをきちんとする。一律に消去

できない場合もあるし、一律に保存できない場合もあると思います。そこ

ら辺のプロセスをきちんと固めていただければ、このシステムは区民にと

っては良いと思います。もう一言、区長室長から「そう心がけます」と言

っていただければ私はいいと思います。 
区長室長  入力項目など、制限列挙している 10 頁のこういった内容で、ここでご

承認いただければ実際にシステム開発が進みます。それによって、このケ

ースによってはいつまで保存するのかどうか。基本的には、個人情報をコ

ールセンターが持つ必要はないわけです。ただ、案件が終息するまでどう

するかについては処理基準としてきちんと詰めていきたい。今日、皆様か

らいただいたご意見に十分対応していきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 
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委  員  個人的には了解しました。 
委  員  住所や名前などをコールセンターが問うのは、区役所がやっていないと

きだけだと思います。やっているときに関しては、答えられないものは関

係部署に回すということでその人の住所、名前を聞く必要はないわけで

す。閉庁時間に関してだけ、コールセンターでは個人情報を記載するとい

うことですか。 
区政相談課長  開庁している時間帯のことですが、電話の場合ですと転送ができますの

でよろしいかと思います。メールもファックスも基本的には大丈夫です。

委  員  関係部署に送った段階で、そこのコールセンターでは個人情報はもう持

っていないということですか。 
区政相談課長  そうですね。要するに、所管につながらない時間帯の場合には後日連絡

するということになりますので。 
委  員  個人情報とちょっと違うのですが、私が何かものを区役所に聞く場合、

５時で終わりだから、時計を見て明日にしようということがあります。た

だ、「区民サービスの向上」と書いてあるのですが、５時以降に問合せが

できなかったということで苦情などがいままで多かったのでしょうか。 
区長室長  最近、ものすごく増えています。どちらかというと、いまネット社会に

なってきています。そうすると、夜、仕事を終わって帰ってきて、役所か

ら来ている封筒を見てメールを書く、あるいは電話をする。そのように、

時間帯は非常に多様化しています。夜の問合せ等も増えてきています。 
区政相談課長  最近、メールを使う方が非常に多く、区政相談課にさまざまな意見・要

望が寄せられます。約４割はメールです。しかも、発信されている時間帯

が深夜帯であったり、閉庁時間という場合が非常に多くなっています。 
委  員  ちょっとわからないのですが、メールというのは見ようと思えば誰でも

見られるのでしょう。私はメールをやったことがないからわからないので

すが、送信した人しかわからないのですか。 
行政管理担当部長  相手方だけです。 
委  員  それならいいです。 
委  員  これまでの議論で所管の当初のお考えから、区長室長がこの議論を受け

て、より柔軟にと言うと変ですが、責任を持って消去の期間と誰が決める

のか、カテゴリーでどのように分けていくかという全体的なことをもう少

ししっかり検討するということだったと思います。 
 多分、議会との関係で、今回のこれを受けて審議会が諮問を受けて、答

申をしたということが大変重要なファクターになってくると思います。た

だ、いつ消去するのかということは、報告で済んでいいものなのかどうか

ということは、ここで決めておく必要があると思います。「そういうこと

ですね、では了承します」と後の報告にするのか、その中でこの部分をそ

こがどのように決めていきたいという項目だけを取り出して、ここに諮問

をするということもひょっとして可能なのであれば、そういった手法もも

う少し固まってきたところで諮問していただくことも考えられるのかな

と思います。今回の内容、事業者に関しても、ここのところは、今回は答

申をする。その後の扱いについては、ここで１度意思を固めておいたほう

がいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 
委  員  その件についてですが、もともと申し上げたのは用件が終わって、統計

データとして参考資料を取ったら確実に消す、ということを条件に実は質

問をしただけなのです。これがおそらく１カ月、１週間というようにここ

に出されても、それは様態によって違いますので、ここの審議会としては、

これを仮に認めるとすれば確実に消すシステムを確立するということが

附帯条件になると思います。それで十分ではないかと思います。 
行政管理担当部長  コールセンターは業者に委託しますが、委託された業者が個人情報を区

に伝えれば自ら保有する必要がないわけです。ですから、すべての個人情
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報に関しては区に引き継がれた時点で消去するというのが原則です。 
 区はどうするかというと、区民の方から電話で個人情報の入った質問を

いただいても、その場でお答えした場合には通常は、記録を残しません。

また、一般的に事件化して、何らかの手立てをしなければならないものは

決裁ルートに乗って、きちんと保存された文書の形でやっていくわけです

から、そういう場合には当然消去云々ではなくて、別の扱いの文書となっ

て残っていきます。ですから、電算化されたものは消えていきますけれど

も事件化されたものは残っていく。委員がおっしゃったように、一般的に

コールセンターのものは大体すべて消去されていくのが、原則になってく

ると思っています。 
委  員  趣旨はわかるのですが、14頁の図の下のほうに「頻度の高い質問はＦＡ

Ｑ登録依頼」とあります。これは記録していなかったらできないわけです。

そういう意味でお話申し上げました。 
情報システム課長  ＳＷＩＴＣＨのパソコンの中に入ってくるということです。 
委  員  だけど、それはコールセンター関連システムになるのではないですか。

情報システム課長  そうです。 
委  員  関連事項としてね、そういうことでお話させていただいていたのです。

委託しているセンターの、小さな世界の中ではないから、もうないんだよ

というわけではないですね。 
情報システム課長  はい、そうです。 
委  員  問題が解決してもそこまであるのでしょう。 
情報システム課長  コールセンターでどのように回答するかというと、ＦＡＱというよくあ

る質問と回答を作り、それを見てオペレーターが回答します。オペレータ

ーが回答したときには、一般的なコールセンターとしては、いつ回答した

のか、どのような内容の質問があって、どういう回答をしたのかというこ

とは、今後民間でも仕事を進めるに当たって参考資料として取っておく。

区としても、そういう形でコールセンターを運営していく。 
 区民のどのような要望が多いのか、どの時間帯に質問が出てくるのか、

どんな質問が出てくるか、そういう統計的な資料としては、コールセンタ

ーで受けた内容を分析していく形になろうかと思います。個人情報は全く

登録しないのですけれども、そういう問合せの内容等は当然分析させてい

ただく形になろうかと考えております。 
委  員  私が言ったのと違うのです。各部課でやられる話なのです。いま課長が

おっしゃったのは上のほうなのですが、下のほうなのです。 
情報システム課長  それを受けて、各部課はこの下の電話等とか、そのデータを分析した結

果を受けてまたＦＡＱを直すとか、質問頻度の高いものはまたＦＡＱとし

てまたコールセンターへ戻すということを進めていく形になろうかと思

っております。 
会  長  その辺のシステムづくりは、これからの問題ですね。本日出た意見は非

常に貴重だと思いますので、是非活かしていただきたいと思います。問題

なのは、10頁の説明があった後、個人情報登録票、外部委託記録票、外部
結合記録票があります。ここにある個人情報の記録の内容はこれでいい

か、というのがこの審議会の議題としてのメインになるわけですが、その

辺はよろしいですね。あとの、どうシステムを作り上げて運営していくか

については、いままで出た意見を十二分に活かしていただきたいというこ

とでよろしいですか。まだ何かありますか。 
委  員  会長がそのようにお思いになっているのだったらいいのですが。 
会  長  いやいや、あまりそう言われるとそんなに権限はありませんから。 
委  員  くれぐれもこういう所に出す以上は、当該情報を区のパソコンにおいて

管理するといいながら、その管理のあり方について具体的にしないまま出

すことについては問題があると思うのです。今後の諮問の仕方とか、この
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ことについてのさらに具体化を大いに頑張っていただきたいという意見

です。 
会  長  いままでの経験から言うと、先ほどこちらからも出たように、土壇場で

出てきているのです。 
委  員  わかります。 
会  長  そういうのは困る、もっと前から出せと何回も言った結果、こういうふ

うに出てくると、またそれに対してコンクリートになってから出せと言う

と、前と同じになってしまうのです。区のほうで固めてしまったものを持

ってきて、何日に議会がありますからこれで呑んでください、それは駄目

だという附帯条件を付けて回すようなことになります。 
委  員  時期の問題はおっしゃるとおりでいいのですけれども、ただ大事なこと

が抜けたまま出てきているということ自体は問題があるのではないか。抹

消の問題も含めてです。 
区長室長  当初、あたかもそのときが来たらすぐに消去して、要するにレアケース

とかいろいろ区民の皆さんからの問合せ等々があります。そういうものも

画一的にやるのではないか、という処理について、非常に不安を抱かせた

説明については、私どもとして謙虚に撤回いたします。いままでのご意見

等々を踏まえてきちんとしたものをつくっていきます。 
 この処理基準の中身というのは諮問事項とは違いますので、どのような

システムになったかということは別途改めて、１つのケースとしてまたご

報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
委  員  申し訳ないのですが、何を問われているかということを私はよく認識し

ていないのです。どれについて賛成か反対かということを述べればいいの

か教えてください。 
会  長  すみません、報告・諮問事項説明書が 10 頁にあります。このようなも

のを立ち上げて、平成 18 年２月から開始すると、区民から問合せがあり
ます。何でも構わず対応するのではなくて、責任を持ってやるために、例

えば 11 頁だと、氏名、住所、電話番号、メールアドレスとあります。12
頁だと、外部委託をする、コールセンターをプロポーザルで決めるといっ

た場合に、この委託にかかわる個人情報の１から６までの項目がありま

す。この項目で外部委託するのですが、それでいいですかということ。 
 それから、外部結合という問題が出た場合にどうするのかというのが 13
頁になります。ここでは個人情報ではなくて、回答、対応、内容というこ

とと、もう１つは収集する個人情報の項目で氏名、住所とあります。これ

でよろしいでしょうかというのがこの審議会の議題です。だから、システ

ムがけしからんとか何とかというのは、区議会なり何なりどこでやってい

ただこうとそれはいい、別の話なのです。 
 個人情報を保護する観点から、この審議会としては、この項目は要らな

いのではないかとか、もっと追加すべきではないかといったことをする。

ただそうは言っても、システムそれ自体の中に情報があるわけですから、

システムの問題も議論しなければならないということでいままで散々や

ってきて、いろいろ建設的なご意見がかなり出たということです。そうい

うのを大いに汲み上げて、区のほうでは本当に区民のためのシステムをつ

くってほしいということです。その中心になるのが、先ほどこちらから出

た個人情報の消去をきちんとやることが大事だ、それがいちばん大事なの

だ。そういうシステムをつくってくださいという附帯条件を付けて、この

諮問の６、７、８、９号を決定ということでよろしいでしょうか。 
（異議なし） 

会  長  ありがとうございました。諮問６、７、８、９号を決定とし、報告７号

は報告を受けたということにいたします。 
報告第 8号、諮問第 10号、諮問第 11号、諮問第 12号 
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会  長 次は報告８号と、諮問 10号、11号、12号について事務局から説明をお
願いいたします。 

法規担当課長  報告第 8号、諮問第 10号から第 12号について説明。  
会  長  ただいまの説明について、ご意見、ご質問をお願いいたします。 
委  員  １つ教えていただきたいのですが、かつては一病息災と医者は承知して

おりましたが、いまは高齢化になり多病息災で大変皆さんお元気です。た

だ、ここの指摘にありますように、それぞれの部門からたくさん薬をいた

だきます。それが共通していることがよくあるということを心配し、この

ような素晴らしいご指導をいただけるのはありがたいと思います。かなり

ある件数の中から 100例を絞る、というのは大変なご労苦だろうと思いま
すけれども、是非そのような作業も期待したいと思います。 
 この説明の中に、入院している人、施設に入っている人もご指導いただ

けるということですが、専門の医師がいる所ではどなたに聞くのですか。

健康推進課長  基本的には外来の方を中心に考えております。ただ、病院に入院してい

る方については、その病院の医師の指導が第一優先になります。私どもは、

基本的にまずその方にお話を申し上げ、さらに私どもの指導が必要な場合

という前提で考えております。基本的には、当然その病院の医師の指導が

基本になると思いますので、医療のことではなくてそれ以外の生活指導の

関係で、私どもの訪問が役に立つということであればお伺して話を聞きた

いと思います。 
委  員  大変慎重なお答えで望ましいと思います。ノウハウを有する事業個人に

なっておりますけれども、この方々も大変ご苦労が多いと思います。保健

所の保健師は、地区の管内のことをよく知っていますので、そういう所と

の連携、あるいはバックアップをいただく、ノウハウを交換するとか、こ

の中では触れてはおりませんが連絡会の予定はあるのでしょうか。 
健康推進課長  この事業を立ち上げるに当たって、当然おっしゃるようにほかの機関、

特に保健所との連携は重要になってくると思います。いまご審議していた

だき、この事業を立ち上げる段階では、当然保健所で行っている別の意味

の訪問指導があるのですが、そういうものと連携して地域に密接に入って

いけると思っております。 
委  員  大変大事な資料を、保健所も共有して活用していだければ大変望ましい

と思いますので、是非そのような方向で対応していただけるとよろしいか

と思います。 
委  員  質問です。23 頁で、子宮がん検診を 30 歳代から 20 歳代に拡大するこ

とについては、20歳代でも子宮がんにり患する確率が増えてきたというデ
ータがあってのことなのでしょうか。 

健康推進課長  本日は、具体的な細かいデータは持ち合わせておりませんが、いまご指

摘のとおり 20歳代、30歳代の子宮がん、特に子宮頸がんが最近増えてき
ている、と厚生労働省のデータでは出てきております。 

委  員  参考になるかどうかわかりませんけれども、不幸にして母親がこのよう

な疾患で亡くなると、生活習慣病が基本になっていますが、その子供は遺

伝子などいろいろな構造の関係で発病まで10年早いと考えられています。
ある程度早期から対応していただくと、特に性器のがんは非常に独特な機

能を持っていて、非常に良い方向に向かうという臨床例が多いものですか

ら、大変良いことをこれから計画していただけるのだと思います。 
会  長  ほかに質問等がないようでしたら、諮問 10号から 12号までは決定。報

告８号は報告を受けたということにいたします。 
報告第 9号、諮問第 13号、諮問第 14号 

会  長 次に、報告９号と、諮問 13号、14号について説明をお願いいたします。
法規担当課長  報告第 9号、諮問第 13号について説明。  
情報システム課長  諮問第 14号について説明。 
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会  長  ただいまの説明について、ご質問、ご意見をお願いいたします。 
委  員  26頁ですが、助成金は 25万円を限度として、工事費用の４分の１を助

成するとありますけれども、大体改修費用はこのぐらいかかるだろうとい

う見込みといいますか、予想を持っているのでしたら教えてください。そ

れから、耐震工事の工事完了を確認してから助成金を振り込むということ

になっていますが、工事完了の確認は区がなさるのでしょうか、誰がなさ

るのでしょうか。 
 27頁で、対象となる個人の範囲については、助成対象建築物の所有者と
居住者とありますけれども、この居住者というのは、例えば間借りをして

いる人、賃借人も含まれるのでしょうか。 
建築課長  対象となる工事全体の見込みについてですが、工事の種類によっていろ

いろ違うと思います。ただ、ここで考えている部分でいうと、４分の１で

25万円を限度としてありますので、100万円程度の工事が大体想定されて
おります。ただ、それ以上の金額をかける方も当然いると思います。 
 完了の届出ですが、工事が完了した場合に完了届けを出してもらい、私

どもの職員が行って完了したことを確認させていただきます。居住者につ

いては範囲が限定されていて、戸建ての建物で、所有者、所有者の承諾を

得た居住者ということで、その建物の賃借人も当然含まれます。 
委  員  31頁の記録の項目の内容で教えてください。21番の性能検証法等、27

番の二以上に工事を分けて行う理由、この言葉の意味と内容というのか、

特に 27番はどうことを意味するのかの説明をしてください。 
建築課長  31 頁ですが、21 番で性能検証法等というのは、建築基準法では一般的

に性能規定ではないのですが、性能規定でもいい場合がある。法的に性能

規定以上、例えば避難上有効な性能を計算等で求めてＯＫの場合がありま

すので、そういうものが 21番です。 
 27番は、６月１日から法が改正されました。いままで、既存の建物を改
修、増改築などするときですが、その増改築をすることにより、現行法が

遡及されて全部にかかって一般的にできなかったのですが、新たな法改正

の中では、最終的に何回かの工事を区切って１回、２回、複数回工事をや

るという計画書を出していただき、それを区が認定することによって、最

終的に現行法を満たす計画であれば認定するということで、そういうこと

のための理由が 27番です。 
委  員  いま説明していただいたときに出てきた言葉の中で、21番の性能規定と

いうのはどういう意味なのですか。 
建築課長  一般的には建物の規模や建ぺい率や基準がありますのでそれを守らな

ければいけない。ただ、避難規定になると、廊下の幅は何メートル以上な

ければいけないといった一般規定がありますが、それではなく例えば避難

するまでの時間や建物の構造を具体的に考慮した考え方があって、それを

満たす場合は性能的に逃げられるということがあればＯＫという制度で

す。 
委  員  今回、震災に関しての住宅の診断が７月１日から受付が始まりました。

その受付は業者に委託していると思うのですが、こちらの業者と契約する

等の、細かい打合せ等はあったのでしょうか。広報ではあったと思うので

すが、一般の建築家も診断士を受けたと思うのです。診断を受付するに当

たっては、１カ所で受付が始まりました。いまやっている所は、建築士事

務所協会の杉並支部になっているのですが、こちらの会場には区からきち

んと立ち会っているのでしょうか。 
 いま、区から 3,500万円の補助金を出して、1,000件の診断に当たるわ
けです。その中でこれは無料となっておりますけれども、これまでの個人

情報の中でも利害関係がものすごくかかるものです。この資料によって

は、多くの仕事を勝ち取ることができるようなことの資料にもなりますの
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で、きちんとした資料の保管がないとまずいのではないかと思って見てい

ました。今回、区の立会いのないまま全部ファックスでもってこちらに委

託されている状態ですので、それはどのようになっているのかをお聞きし

ます。 
 この資料の中にも、個人情報の登録の中に１つ含めていただきたいの

は、補助金として 10万円まで、それから最高 25万円までの補助金があり
ます。それも、工事内容の４分の１ということになっています。先ほど建

築課長が言われたような、100万円ぐらいまでの範囲ということになって
います。それ以前に診断する場合、無料の場合のものと、それ以上に詳し

くしていただきたいという方には 10 万円までの補助金もあると思うので
す。そんな方のランク付けとして、診断内容をもう少し詳しく登録したほ

うがいいのではないかと思います。 
建築課長  前回、私どもで耐震診断士の派遣ということでこちらに諮問させていた

だいたことです。まず１つは、先ほど 3,500万で委託しているということ
は、別に私どもとしては。 

委  員  いや、3,500万円の予算でもって。 
建築課長  予算上は 3,500万円ありますが、その全額で委託しているということで

はありません。他の経費もあります。目標は 1,000件です。 
 やり方は前回ご説明したと思いますが、１つは登録の診断士を区として

登録するということで、それは個人の方を登録するわけです。その方の資

格は、建築士等の免許を持って、なおかつ区の講習会、これは７月８日に

させていただきましたが、約 60 名登録、申請をしていただきました。こ
れも１つの契約ということで、その方が行っていただく以上、個人情報に

係るということで、いろいろ問題を生じないように、個人情報をちゃんと

守るという契約をさせていただきます。 
 もう１点、事務的な手続と、その診断士がした方の内容のチェックをし

ていただくということで、社団法人東京都建築士事務所協会杉並支部に委

託をしております。一般的には、確かにご指摘のように事務所の一角で仕

事をしていただく形になっていますが、そうはいっても一般的な建築事務

所というのは、そんなに大きい事務所があるわけではなく、支部としては

ありますが、区の中の会長の事務所を兼ねてやっているということで、そ

こに区民の皆さん方から郵送し、また専用のファックスで送信していただ

いております。 
 そこから受けたものを、先ほど登録した診断士に派遣する順番を決め

て、適宜回していきます。そのときも、当然ファックスでやるということ

ですので、そのときに個人情報を保護するということで、各診断士の自宅

に送ることをいま考えています。事務所に送ることになると、またそこで

誰かに見られることもありますのでそのように考えています。 
 その診断士が実際に各家庭に連絡をして行っていただきます。そのとき

には個人情報を見なければいけないわけです。その方が行って診断をそこ

で見た。診断を直接その方に渡していただくのではなく、１回事務局に戻

していただき、それからチェックした上で相手方に再度送ります。 
 区としては、その後郵送した申込書、それからファックスがありますの

で、そういうものを最終的にこちらへ提出していただき、それで初めて支

払いをするということで、大体四半期に１度ぐらいやります。区としても、

いま言ったような心配もあるということもありますので、適宜立会いをし

て現場を見させていただくことは考えております。 
 耐震診断から改修に行くときのもう少し詳細な診断ということについ

ては、いま診断士にやっていただくのは、簡単な、本当に簡易診断という

ことで、建物の改修が必要か、それとも建て替えたほうがいいかというこ

ともあります。まず、その程度のものを診断書として作って送らせていた
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だきます。それで、なおかつその方がどうしても改修までしたいというケ

ースがありますので、そういうときには、もう少しかなり細かい診断をし

ないとできませんので、それは国のほうの建築防災協会が作ったマニュア

ルに従って、かなり詳細な診断をします。なおかつ、それでどのような改

修をしたほうがいいというアドバイスまでも付けて、相手方に診断を送る

ということです。金額的には、いま私どもで算定しておりますが、最低で

も 15万円ぐらいかかりますので、そのうち区が 10万円を補助し、５万円
を負担していただくということでやっていきます。 

委  員  いま建築課から言われたのですが、ファックスなりハガキなりの連絡

は、個人から事務所へ行きます。事務所から診断士の所まではそういう形

で行きますけれども、そのものが大事な書類というか資料になるのではな

いかと思っています。これを、この時点で既に区のほうで管理をしないと、

これは困っているなという人の所には、区の補助金が出ますよという、区

のお墨付きが付いての診断ですから、施主にとっては簡単に仕事を投げて

しまうこともあります。 
 診断するまでの間では、区は全然立ち入っていません。資料等、ファッ

クスも全部事務所を通してということになっています。本日、この会議が

始まるときに助役が言っていたとおり、いろいろな所で個人情報が漏れて

いるということでした。これ自身が大きい漏れになってはいけないと思い

ますので、やはり区のほうで、診断をお願いしたいという人たちの資料を

確保して対応していただかないとまずいのではないかと思いました。 
 助成金についても、詳しい診断に 10万円までは出すと言っていました。
それも、予算的にはどの程度かわかりませんけれども、個人的には相当古

い家とか、壊す一歩手前という重症なお宅にはそういう形になると思いま

す。それならなおのこと、区のほうでファックスを受け入れる時点からき

ちんと立ち会っての書類の保管をやっていただかないと困るのではない

かと思っています。 
建築課長  確かにそういうことがありますので、区としても事務所へ行って立ち会

うことも考えてやっていきたいと思います。いま、私どもでいちばん問題

だと考えているのは、耐震診断士が 60 名ほどおります。実際にその方が
行かないと診断できないわけです。区の職員が行く場合もありますが、区

はそこまで全部はできませんので、その方がどうしても個人情報を持って

しまうわけです。 
 その方は、区の登録の診断士ですけれども、それをそれ以外に使われる

問題がありますので、その診断士は登録段階でいろいろお話をさせていた

だき、こちらでも注意書きを渡して、絶対にそういうことはしてくれるな

と言っております。区としてもいろいろな会合、連絡会等を開かせていた

だいて周知をしていきたいと考えております。そこの１つの事務所に任せ

るというのは確かに問題があるとは思うのですが、区としては事務所へ行

ってチェックさせていただきたいと思います。 
委  員  それで結構なのですけれども、７月１日から事務受付の段階時点で区の

ほうが全然対応していなかったですね。立ち会っていただいていない状態

でしたので。 
建築課長  それは、至急させていただきたいと思います。 
委  員  ７月１日で受け入れるということは、個人情報を委託するということの

契約が済んでなければ受信できないと思うのです。７月１日には、一般の

家の診断をしていただきたいという方のファックスを受けるところまで

いっていながら、区としての契約のところまでいっていないような形で取

られたのですが、その点はどうなっているのでしょうか。 
建築課長  ７月１日以前に、契約もさせていただいております。 
委  員  やっているのですか。 
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建築課長  はい。 
委  員  それでしたら、後で見させていただきます。 
会  長  ほかにないようでしたら、諮問の 13号、14号は決定。報告９号は報告

を受けたということにさせていただきます。 
報告第 10号、諮問第 15号、諮問第 16号、諮問第 17号、諮問第 18号、諮問第 19号 

会  長 次は、報告 10号、諮問の 15号、16号、17号、18号、19号について
一括して説明をお願いいたします。 

法規担当課長  報告第 10号、諮問第 15号から第 19号について説明。 
会  長  ただいまの説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたし

ます。 
委  員  33頁の雨水のところの事務事業概要の内容のところですが、集めたデー

タについては地下水の等高線図等を地下水情報として区民等に提供する

とあります。この場合、39頁のような、例えば欲しいといった場合には、
こういうものをもらえるということだと思うのですけれども、併せて「等」

のところで、特定のこの辺の地域といったら、どことどこに井戸があると

いうことも含むのかどうか。その場合に、そこの家の住所なり何なりの個

人名は別としても、住所などがわかるような形で出てくるようなものも含

むのかどうかです。開示される情報の内容をもう少し説明していただけた

らありがたいと思います。 
 ２点目は、35頁の民間事業者でＮＰＯに委託をするということなのです
けれども、この中身についてもどのような所なのか。 
 それから、最後に 40頁、41頁の個人情報の取扱いに係る保育園のとこ
ろですけれども、当然これは卒園してしまえば、そこの指定管理者の園か

らはその情報はなくなってしまうという見方でいいのかと思うのです。併

せてもう１つは福祉部の保育課も一緒にそのような情報を持っていて、同

時にその情報が卒園した場合には両方できちんと消去する仕組みなのか

どうかについて、もう少し説明をしていただけたらありがたいと思いま

す。 
建築課長  まず、地下水情報についてですが、地下水の等高線図等の「等」とは何

を考えているか、ということですが、39頁の下のほうに断面が書いてあり
ますが、上から見たのが等高線で下のほうは断面を切って、例えばこれで

いくと井戸の位置がわかりづらいのですが、善福寺が区内ではいちばん高

くなります。そこでの位置がどのぐらいにあるとか、そこに地下水位（夏

期）という表現があったりしますので、そういうものを考えています。 
 それから、個人情報の扱いですが、個人で所有されている井戸について

は開示ができませんのでしません。ただ、この中でどこを調査するか。防

災井戸の中で小・中学校等にある井戸がかなり区有施設でありますので、

そのようなものについては開示できると思います。 
 ＮＰＯ等に委託するかどうかは、これから契約をかけますのではっきり

しておりません。ＮＰＯでも水について調査している団体もあると聞いて

いますので、可能性としてあるということで書いてあります。 
保育課長  卒園した児童のいろいろな関係の個人情報については、区で引続き管理

します。これは指定管理者が変わる場合もありますので、そのような場合

も一度区で引き継ぎを受けて、また新たな委託先へ必要な情報を提供する

形になります。 
委  員  井戸についてですが、例えば地下の工事などで井戸枯れがしたという苦

情が区のほうに増えているということがありますか。２つ目は、42頁に参
考資料として高井戸保育園が外部委託についての諮問答申があった後、指

定管理者で実施運営されているということですが、外部委託と指定管理者

はどこがいちばん大きく違うのか、説明をお願いします。 
建築課長  地下水で井戸枯れ等があったことを区が知っているかどうかですが、私
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ども建築課は、マンション等の建替え、建設等で、井戸が少し枯れたと言

われていることはあります。ただ、なかなか井戸というものは一時枯れた

としてもまた戻ってくることがあります。それから季節変動もかなりある

ということで、浅い位置の井戸であれば原因は工事だけとは限りません

が、そのようなことはあると考えています。 
法規担当課長  外部委託と指定管理者の違いですが、冒頭資料３で概要を説明した２頁

の③、④を後ほど見ていただくとわかります。指定管理者は自治法の改正

に伴なってできた制度で、公の施設はいままで自治体が直営でやるか管理

委託でやるかのいずれかでしたが、管理委託そのものが廃止されまして、

直営でやるか指定管理者でやるかのどちらかに規定されました。当然、保

育園は公の施設ですので、指定管理者でやることとしました。従前はこの

規定がありませんでしたので、外部委託ということで一括してやっていま

した。公の施設に関して、自治法上の指定管理者を使う場合には、条例に

基づいて公の施設の場合にのみ指定管理者が出てくるというような違い

があります。 
委  員  ということは、指定管理者制度は、保育園の建物だけが区のもので、そ

のほかは民間の業者がやると考えていいのでしょうか。 
保育課長  施設は、あくまでも区のものです。保育の実施、管理運営については、

指定管理者が行う形になります。 
委  員  それに関連するのですが、40頁の中段では、保育の実施に関わる費用の

徴収は区が行うということですよね。 
保育課長  はい。 
委  員  しかし 41 頁では、個人情報の内容のところに、口座番号、収入、税額

とあります。どうしてこの個人情報を指定管理者が管理するのですか。。

保育課長  保育の実施に係る費用の徴収というのは、いわゆる通常の保育です。指

定管理者制度を採用する保育園が延長保育を実施する場合、その費用につ

いては指定管理者が徴収するものとされていますので、それについての必

要事項です。 
委  員  いまの関連で、41頁②の個人情報の開示請求権はどこにあるのか。もう

少し具体的にいいますと、指定管理者が管理する個人情報は開示請求がで

きるのでしょうか。もしできるとすれば、それは条例によるのか個人情報

保護法なのかということですが。 
保育課長  基本的には区が管理している情報ですので、指定管理者と協定を結ぶと

きに、個人情報の開示も含めて、一定の決まりでやっていただくことにな

っています。指定管理者が運営している部分については、指定管理者に対

しての一時的な開示請求ということになります。 
委  員  その権利は、条例が法源になっていると理解していいのですか。それと

も協定なのですか。 
保育課長  民間になりますので、個人情報保護法の扱いになります。その場合です

と、事業者がどのような開示をするかを自ら決めていただくことになりま

す。その点について、区としては区の条例に基づいた内容で対応するよう

に、指定管理者と最初に協定を結ぶときに進めていくということです。 
委  員  41 頁のいまの個人情報の内容ですが、８）死亡、13）出産予定日とあ

ります。これは、どうしてこの項目が必要なのでしょうか。 
保育課長  いままで、保護者等の記載を全部していますので、それらの関連で出た

場合に、児童票やいろいろな書類の関係で記載することになっていますの

で、項目として入れています。出産予定というのは、母親にいろいろな要

件が出てきた場合、あるいは出産前後の関係で保育をしていただく場合も

ありますので、必要項目として入っています。 
委  員  同じく 41頁の下のほうに、10項目の個人情報の取扱いについて締結す

るとありますが、多分協定の中には具体的に詳細な文面があるのだろうと
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思いますが、そうなのでしょうか。 
保育課長  具体的には、これらの必要事項を細かく規定し、協定を結んでいくこと

になります。 
委  員  高井戸保育園については、既にその文案はできていて協定を結んでいる

ということでしょうか。 
保育課長  高井戸保育園については、協定書はできています。 
委  員  先ほどの指定管理者に対する情報公開請求についての確認ですが、区の

お答えは杉並区の個人情報保護条例に則って、とありましたが。 
保育課長  実際の開示は、指定管理者が管理している個人情報については、指定管

理者に対し開示請求が出されるものになります。それについては、区の個

人情報保護条例等に基づいた内容での開示をしていただくように、協定の

中で進めていくことになります。 
委  員  というのが、41頁の 10番目の条例遵守だと考えてよろしいでしょうか。
保育課長  条例遵守は一般的にそうですので、そのようなことについては個人情報

の適切な管理も含めて、すべて協定の中で進めていくことになります。 
委  員  先ほどの情報公開請求についてですが、指定管理者が公開しないという

場合には、異議申立ては指定管理者、それとも区長に対してすることにな

るのでしょうか。 
法規担当課長  もう一度正確に調べます。あくまでも協定で条例に遵守して開示します

が、条例を規定の根拠としていませんので、条例に基づく異議申立てには

なりません。その場合は個人情報保護法に基づく申立てになろうかと思い

ます。 
委  員  そうすると、申立ては区長に対してすることになるのでしょうか。 
法規担当課長  そこをもう少し正確に調べたいのですが、法に基づいて指定管理者に行

うような形になるのではないかと思っています。 
委  員  この 41頁の 10項目については、これから詳細に文案ができ上がってく

るということでしたよね。そして、高井戸保育園の指定管理者との協定に

ついては、もう文案ができ上がっているということだと思いますので、是

非その文面を審議会に見せていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。そうでないと、ちょっと判断ができません。 
法規担当課長  それでは、資料提供したいと思います。 
委  員  よろしくお願いします。 
委  員  40頁の２の（１）ア、イとありますが、これは保育の実施に関わる費用

の徴収はしないということですよね。 
保育課長  管理者のほうですか。 
委  員  先ほどの口座番号云々というのは、延長保育のときに、管理者がお金を

取るというのですよね。 
保育課長  はい。いわゆる 11 時間保育です。朝の７時半から６時半の通常の保育

の保育料が、このイにかかる部分です。 
委  員  ただし、延長保育は除くなどと書かないと、不正確ではないですか。 
保育課長  それ以降の延長保育は、費用の徴収でも区で取っているのは言葉として

は負担金という形になりますので、別に徴収しています。 
委  員  負担金であって費用ではないのですか。 
保育課長  その部分の徴収は、区は１時間延長しかやっていませんが、指定管理者

制度を取っている所は２時間延長など、指定管理者で決めていますので、

その分を徴収していただくという制度です。 
委  員  誤解のないようにわかりやすくしてほしいというだけです。アは、保育

実施の承諾、不承諾というのは、保護者との間の承諾、不承諾という意味

ですか。 
保育課長  昔でいいますと、措置を入れる、入れないということです。 
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委  員  そういうものは区でやって、あとはやるんじゃないよということを言い

たいんですよね。ちょっと言葉がよくわからないので、もう少しわかりや

すくしてもらえると助かります。 
保育課長  申しわけありません。ただ、条例上の言葉になっています。 
委  員  これは条例上の言葉ですか。わかりました。 
委  員  井戸のところで、個人情報とは異なりますが周辺ということでお尋ねし

ます。外部委託する調査というのは、民間も区有のものも含めてなのです

か。全体の総数はどのぐらいあるのでしょうか。もし調査の仕方が決まっ

ているのならば、要するに定点というか抽出するのか、それともかなりの

数をやるつもりなのでしょうか。 
建築課長  先ほどいいましたように、目的外利用する防災課の生活用水が約 1,000

件、保健所が約 5,000件、環境のほうの地下水の揚水が 200件、区の小・
中学校にある防災井戸が約 100件弱です。ただ、こちらとしては一応把握
はしたいのですが、全数を調査することができません。最低限等高線など

ができる程度の、区内にいろいろ小・中学校がありますので、大体区内全

域を網羅するようなものを作りたいと考えています。特にこちらで考えて

いるのは、あまり個人情報にならない、区有施設のものを主体に考えて、

それ以外に不足するものに民間井戸のものを調査すると考えています。そ

れについて、実際に委託をする前に精査をして、はっきりした段階で委託

をしようと思っています。民間の分も一部ありますが、そんなにないと考

えています。 
委  員  この等高線の参考資料は、東京都の土木技術研究所の 1970 年のもので

すが、こういったものはわりと直近でもあることはあるのですか。 
建築課長  これが最新版です。ただ、かなり年数も経っていますし、地下水は意外

と季節変動が激しいので、いま考えているのは、水が多い９月ごろ、いわ

ゆる井戸が高い時期、それから１、２月ごろの２回ぐらい測らないと、全

容はなかなか見えません。時期によってかなり違います。土木技術研究所

も参考にしながら、新しくデータを取ったうえで解析をして、等高線等を

作りたいと考えています。 
委  員  わかりました。 
委  員  41頁の指定管理者との協定についてですが、８番の立入調査はどの程度

の頻度でやられるのでしょうか。それから、このような協定書に違反した

ようなことがあった場合に、指定管理者としての取り消しなどは、どの時

点でもやるのでしょうか。 
保育課長  立ち入り調査については、定期的ではなく、必要に応じてやることです。

特に個人情報に関して何かあった場合に、その立ち入り調査を行うという

ことです。 
委  員  繰り返しになって恐縮ですが、41頁の⑩の条例遵守についてまだ引っ掛

かるところがあります。この条例遵守という用語は、杉並区個人情報保護

条例の第１条から 37条まで全部かかると解釈するのでしょうか。 
保育課長  この条例遵守は、個人情報保護条例も当然のことですが、それ以外にも

保育の実施に関する条例や区の必要な条例すべて遵守していただくとい

う趣旨です。 
委  員  この（２）は、個人情報の取り扱いでと書いてありますので、そこまで

幅を広げる必要はないのではないでしょうかね。 
保育課長  基本的には、個人情報保護条例は当然遵守していただくということです

が。 
委  員  端的に聞きますが、罰金はどうなるのですか。極端な質問ですが、本質

を明らかにするために伺います。 
保育課長  先ほどお話しましたように、基本的には区の条例の対象の事業者ではあ

りませんので、罰金の規定等は適用できないということです。 
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委  員  そうすると、個人情報保護法も一般法の部分はかからないということで

すね。5,000人以下ですから。 
保育課長  園としては 5,000人以下になりますね。実質的には、私どもは協定で日々

の保育の実施についていろいろお願いをしていますので、そのようなこと

のないように協定の中で進めていきたいと考えています。 
委  員  それは当然の話ですが、究極のところで勝負になるときがあるのでしょ

う。これも、今後積み上げていくということですかね。 
会  長  ほかにありませんでしょうか。それでは、諮問 15～19 号までを一括し

て決定ということでよろしいでしょうか。 
委  員  私は諮問 19 号については、そう急がなくてもよろしいようですし、子

どものことですから協定書の詳細な文案を見せていただいてから判断を

したいと思います。 
会  長  では、保留しますか。 
委  員  はい。ほかにもいらっしゃるのではないでしょうか。 
委  員  私も見せていただきたいです。 
会  長  では、保留の方が２人、それ以外の方は賛成で決定とします。それから、

報告 10号は報告を受けたということにします。そうすると、諮問 16から
19号について、審議会では諮問のとおり決定しましたので答申します。 

（答申案配布） 
会  長 お手元に配った案文でよろしいでしょうか。第１段目、杉並区情報公

開・個人情報保護審議会は、平成 17年７月 22日付「17杉並第 29419号」
により諮問のありました事項のうち、下記のものについて審議の結果適当

であると決定しましたので答申いたします。なお、諮問第６号、第８号は、

コールセンター等については、個人情報の取扱いに関する本審議会で審議

内容を十分に踏まえてシステム化を図られたいということを付加しまし

た。これでよろしいでしょうか。 
（異議なし） 

会  長  それでは、これで決定とします。事務局から区長宛に答申書を送付して

ください。 
委  員  保留２などは入らないのですか。 
会  長  決定のほうですから、先ほどいいましたとおり議事録には残ります。 
委  員  わかりました。 

（答申書・区長室長に手渡し） 
会  長  事務局から何かありますか。 
法規担当課長  次回の審議日程の予定ですが、10月 25日（火）午後２時からお願いし

たいと思います。 
会  長  ほかに何かありますか。ないようでしたら、本日は長時間ありがとうご

ざいました。 
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